
センターだより

学校サポート委員会の紹介

Aomori Prefectural School Education Center

青森県総合学校教育センター
〒030-0123 青森市大字大矢沢字野田80-2

☎017-764-1997FAX017-728-6351

研究委員会の紹介

新学習指導要領実施や本県学校教育課題解決、
各校がめざす「魅力ある学校づくり」等を支援
するため、課の枠を超えて所員が共同で研究を
しています。
今年度のプロジェクト研究の内容です。

研究委員会では、教育活動に役立つ実践的・先導的な研究の成果を学校現場へ還元するため、
「あおもり教育フェスタ」やＷｅｂページ等で、積極的に公表しています。

プロジェクト研究

研究員研究

県内の小中学校から派遣された16名の研究員が、学校現場での経験及び喫緊の教育に関する課題等
を踏まえ、自ら課題を設定して個人研究を行っています。１年目研究員は、７月の「構想発表会」と
２月の「研究経過報告会」を全職員に発表し、２年目研究員は、８月の「研究経過報告会」と11月の
「あおもり教育フェスタ」での発表を経て、２年間の成果として研究論文を作成し、Ｗｅｂページで
公表します。

校内研修等講師派遣事業の状況

学校が抱えている教育課題の解決

に向けて、指導主事が講師として校
内研修に出向き、校内研修の活性化
を図り、教育活動を支援します。

派遣予定数 145件（６月末現在）

受講予定者数 4149人

学校サポート委員会は、「校内研修等講師派遣事業」を
担当しています。６月末現在の申込み状況は、下表のとお
りですが、「調査法の活用」「これからの学びにつながる
授業力」「特別の教科 道徳」などのテーマでの申込みが
非常に多くなっています。

テーマ 派遣

1 調査法の活用（「アセス」「「Ｑ-Ｕ」」の理解と活用） 29

2 これからの学びにつながる授業力・主体的・対話的で深い学びの視点で行う授業改善 23

3 特別の教科 道徳 22

4 いじめへの対応・不登校への対応・保護者への対応 17

5 新学習指導要領に即した指導の在り方 15

6 特別な配慮が必要な児童生徒への支援 15

7 個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成・障害特性に応じた指導　他 9

8 人間関係づくり・ストレスマネジメント・面接相談の進め方　他 8

9 授業のユニバーサルデザイン化・授業におけるＩＣＴ活用　他 7

合　　　計　　 145
・申込み多数のため日程が重複して派遣できないケースが増えてきました。是非、近隣の
学校と合同で行う校内研修も御検討ください。
・児童生徒や保護者を含む場合は、本事業の対象となりませんので、御注意願います。

学校教育に関する書

籍等を多数取り揃えて
います。

研修で来所されたと
きには、ぜひお立ち寄
りください。貸し出し
もしています。

入口付
近が新刊
コーナー
です。

図書資料室から

①授業力向上
②マネジメント
③情報教育
④インクルーシブ教育システム
⑤うきうきワクワク学級・ホームルーム経営



指標に関する詳細につい
ては、当センターＷｅｂペー
ジの下記バナーから確認す
ることができます。

校長及び教員の資質の向上に関する指標が策定されました

平成２９年４月１日に教育公務員特例法の一部が改正となり、校長及び教員の資質の向上に関する指標の全国的整
備が規定されました。これを受け、本県では「青森県教員等資質向上推進協議会」を設置し、今年２月１４日「校長及び
教員の資質の向上に関する指標」が策定されました。

この指標の対象は、本県教育委員会が任命する公立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の校長、教頭、教
諭、助教諭、養護教諭及び栄養教諭（以下「教員等」という。）です。この指標は、県教育委員会等が主催する校外での
研修や日常的な職場内研修等を通じて教員等の資質の向上を図る際の目安であり、教員等一人一人が教職生活全体
を俯瞰しつつ、自らの職責、経験及び適性に応じて更に高度な段階を目指すための手がかりとなるものです。

本県の教員の資質の向上に関する指標（イメージ）
教諭、助教諭、養護
教諭、栄養教諭を対
象とした指標を、Ａ３判
１枚にまとめています。

横軸には、キャリア
ステージを設定して
います。左から、
「採用時」
・本県の教員として
採用される段階

「形成期」
・初任から概ね採用
５年目まで

「向上・発展期」
・概ね採用６年目か
ら１５年目まで

「充実期」
・概ね採用１６年目
以降

の４段階で示してい
ます。

縦軸には、指標の
内容を、大きなくくりと
して 「人間力」「指導
力」「マネジメント力」

の３観点で整理し、そ
の中に項目立てた観
点を職に応じて示し
ています。

キャリアステージに応じて、それぞれの観点毎に教員等の資質の向上を図る際の目安を示して
います。教職生活全体を俯瞰しつつ、更に高度な段階を目指すための手がかりとなるものです。

※講師等の臨時職員については、教諭等と同様に児童生徒の成長を担っていることから、この指標を参考に資質の向上を図
ることが求められています。

本県の校長及び教頭の
資質の向上に関する指標（イメージ）校長、教頭を対象とした指標

を、Ａ４判１枚にまとめています。

横軸には、職として、左から
校長、教頭と示しています。縦軸には、管理職としての

マネジメントの資質が求めら
れることから、大きなくくりと
して「人間力」 「マネジメント
力」の２観点で整理し、それ

らの中に「管理職としての素
養」 「学校ビジョン構築、教

育課程の管理」「人材育成」
「組織運営・経営資源の活
用」「危機管理」「連携・協
働」の観点を示しています。

教頭は、「教育をつかさど
る」という職務の性質上、前述
の「教員の資質の向上に関す
る指標」に示した「指導力」の
観点にも留意することが求め
られています。

県教育委員会は、指標等
の改善を図るため、青森県
教員等資質向上推進協議
会を定期的に開催すること
としています。

「青森県教員等資質向上推進協議
会」は、県教育庁（４名）、市町村教育
委員会（３名）、大学（１名）、校長会（４
名）で構成されています。



「考え、議論する道徳」の授業づくり
研修講座

10月10日（水）、11日（木）開催

（講師）宇都宮大学大学院
准教授 和井内 良樹 氏

学級経営、特別活動、特別支援教育等、
豊富な実践例に基づいた幅広い視点からの
授業実践のヒントがいっぱいの講義です。

特色ある講座の紹介

あおもり教育フェスタ2018の紹介

「評価」は？

新学習指導要領に向けて学びたい先生方のための講座 ～その２～

C０１

申込締切は
9月１2日（水）です

【講義】 「特別の教科 道徳」に
求められる授業づくり

講義や演習を通して「考え、議論
する道徳」の授業への改善を図り
ます。


